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外国映画上映使用料について 
 映画上映使用料 

１ 使用料の計算方法について 
配給事業者がお手続きいただく場合の使用料は、１曲 1 スクリーンあたりの使用料額（次表参照）に、
同時に上映するスクリーン数を乗じて算出します。 

1曲 1 スクリーンあたりの使用料早見表（税抜） 

利用時間 

1分まで 5分まで 
5分を超え 
10分まで 

10分を超え 
20分まで 

20分を超え 
30分まで 

30分を超え 
40分まで 

映画 
類別 

一般娯楽 625円 2,500円 3,750円 5,000円 6,250円 7,500円 
その他 250円 1,000円 1,500円 2,000円 2,500円 3,000円 

イベント
収録

演奏会 875円 3,500円 5,250円 7,000円 8,750円 10,500円 
演奏会
以外 

625円 2,500円 3,750円 5,000円 6,250円 7,500円 

利用時間が 40分を超える場合の使用料は、10分までを増すごとに、「30分を超え 40分まで」   の
場合の使用料に、「5分まで」の場合の額の 1/2 を加算した額となります。 

（計算例） 
映画類別：一般娯楽 
スクリーン数：20
管理楽曲数：１分まで 3曲、5分まで 10曲、5分を超え 10分まで 2曲

…（625円×3曲 ＋ 2,500円×10曲 ＋ 3,750円×2曲）× 20 ＝ 687,500円（税抜） 



２ 「外国映画上映使用料の取扱い」の適用について 
次のいずれかの条件を満たす場合に限り、上記１で計算した使用料の額が次表の額を上回るときは、次
表の額を使用料とします。 

・上映開始日前日までに必要事項をすべて記載した「外国映画上映利用申込書」を提出すること
・上映開始日前日までに楽曲明細を除く必要事項を記載した「外国映画上映利用申込書」を提出し、
上映開始日翌月末日までに改めて楽曲明細を補完した申込書を提出すること

使用料額表 (税抜) 

区分 一般映画 Ｒ指定映画 
1（10 スクリーンまで） 212,500円 156,250円 
2（30 スクリーンまで） 250,000円 181,250円 
3（100 スクリーンまで） 312,500円 218,750円 
4（200 スクリーンまで） 375,000円 256,250円 
5（300 スクリーンまで） 437,500円 300,000円 
6（500 スクリーンまで） 500,000円 362,500円 
7（600 スクリーンまで） 625,000円 437,500円 
8（600 スクリーン超） 750,000円 525,000円 

※スクリーン数が 2以下の場合については、区分 1 の額を 2割減じた額とします。
※複数のスクリーンを有するサイトにおけるスクリーン数については、当該映画の字幕版又は吹替 版のい
ずれか一方のみが上映される場合は１サイト「１スクリーン」、字幕版及び吹替版いずれも上映される
場合は１サイト「1.5 スクリーン」とみなします。

（計算例） 
映画類別：一般娯楽 
スクリーン数：20
管理楽曲数：１分まで 3曲、5分まで 10曲、5分を超え 10分まで 2曲
…（625円×3曲 ＋ 2,500円×10曲 ＋ 3,750円×2曲）× 20 ＝ 687,500円（税抜）
687,500円  ＞ 一般映画 区分２ 250,000円
＝適用される使用料 250,000円（税抜）

｜参考資料 
【資料１】使用料規程（映画） 
【資料 2】外国映画上映使用料の取扱い 



第 3 節 映   画 

映画に著作物を利用する場合及び著作物を上映する場合の使用料は、次により算出した

金額に、消費税相当額を加算した額とする。 

1   録   音 

(1) 著作物を映画に利用する場合、著作物 1 曲の使用料は、下表の額とする。

ただし、利用時間が 1分までの場合は、「5分まで」の場合の額の 1/4を使用料とする。 

また、利用時間が 20 分を超える場合の使用料は、10 分までを増すごとに、「10 分を 

超え 20 分まで」の場合の使用料に、「5 分まで」の場合の額の 1/2 を加算した額とする。 

(2) 著作物を「イベント収録」（イベントにおいて利用される著作物を、イベントととも

に収録するもの）に利用する場合、著作物 1 曲の使用料は、下表の額とする。 

ただし、利用時間が 1分までの場合は、「5分まで」の場合の額の 1/4を使用料とする。 

また、利用時間が 20 分を超える場合の使用料は、10 分までを増すごとに、「10 分を 

超え 20 分まで」の場合の使用料に、「5 分まで」の場合の額の 1/2 を加算した額とする。 

利用時間 

映画類別 
5 分まで 

5 分を超え 

10 分まで 

10 分を超え 

20 分まで 

一般娯楽 50,000 円 75,000 円 100,000 円 

その他 20,000 円 30,000 円 40,000 円 

利用時間 

映画類別 
5 分まで 

5 分を超え 

10 分まで 

10 分を超え 

20 分まで 

イベント

収録

演奏会 70,000 円 105,000 円 140,000 円 

演奏会以外 50,000 円 75,000 円 100,000 円 

資料１



2   上   映 

(1) 映画の上映使用料は、(2)又は(3)による場合のほかは、映画 1 本上映 1 回につ

いて下表のとおりとする。 

定 員 数 
  類別 

入場料 
一般娯楽 その他 

500 名未満 

150 円未満 

300 円未満 

300 円以上 

400 円 

600 円 

800 円 

120 円 

180 円 

240 円 

1,000 名未満 

150 円未満 

300 円未満 

300 円以上 

600 円 

800 円 

1,200 円 

180 円 

240 円 

360 円 

1,500 名未満 

150 円未満 

300 円未満 

300 円以上 

800 円 

1,200 円 

1,600 円 

240 円 

360 円 

480 円 

1,500 名以上 

150 円未満 

300 円未満 

300 円以上 

1,200 円 

1,600 円 

2,000 円 

360 円 

480 円 

600 円 

 なお、当分の間、映画類別が「イベント収録」のものについては「一般娯楽」の

額とする。また、平成 25 年 12 月 31 日まで実施されていた規定において「劇映画」

であったものは「一般娯楽」の額、「文化映画」であったものは「その他」の額、「ニ

ュース映画」であったものは「その他」の額の 1/3 の額とする。 

(2) 上映者が年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の 1 上映場所あたりの使用料

包括的利用許諾契約の期間内の各月について、次の①又は②により算定した額を、当

該月の月額使用料とする。 

① 当該月に上映した全ての映画について、収録楽曲情報及び当該月における入場者数

の報告がある場合 

当該月に上映した全ての映画（当該上映場所における上映につき本規定(3)①又は

②の契約に基づく上映使用料が支払われるものを除く。）の作品別月額使用料（次の

算式により算出する使用料をいう。）を合算した額とする。 

当該映画作品の当該月における入場者数×当該映画作品の平均入場料×2％×当該

映画作品の音楽占有率係数 

② ①によらない場合

次の算式により算出した額とする。

当該月における総入場者数×当該月に上映した全ての映画の平均入場料の平均額

×2％



(3) 製作者、配給業者又は利用者団体が契約を締結する場合の使用料

① 製作者又は配給業者が映画の上映について契約を締結する場合の当該映画の上映

使用料は、プリント 1 本につき録音使用料の 20/100 とする。 

② 映画上映の利用者団体が、自らの構成員である映画上映者のために、映画の上映に

ついて契約を締結する場合の当該映画の上映使用料は、本規定の範囲内において、

当該利用者団体と協議して定めるものとする。 

（映画の備考） 

（用語の定義） 

① 映画

本規定の「映画」とは、映画館その他の場所において公に映写する目的で、記録媒

体にかかわらず、影像を連続して固定したものをいう。 

② 一般娯楽

本規定の「一般娯楽」とは、主として映画興行に供する目的で製作される映画をい

い、映像の種別や内容を問わない。これに該当しない場合は「その他」とする。 

③ イベント収録

本規定の「イベント収録」とは、主として映画興行に供する目的で製作される映画

のうち、コンサート、オペラ、バレエ、ミュージカル、レビューショー、演劇などの

催物等において利用される音楽著作物を、当該催物等とともに収録するものをいい、

その内容により「演奏会」と「演奏会以外」に区分する。 

④ 上映

本規定の「上映」とは、映画をスクリーンに映写することをいい、ラジオ放送及び

テレビジョン放送の伝達を含まない。

⑤ 2 上映(1)の「入場料」とは、大人の普通入場料金（消費税額を含まないもの。全席

指定席の場合は、その最低料金とする。）をいう。 

⑥ 本規定の「収録楽曲情報」とは、上映する映画に収録された全ての著作物に係る著

作権者を特定するに足る情報及びそれらの著作物の利用態様に係る情報をいう。 

⑦ 本規定の「入場者数」とは、入場料の等級にかかわらず、映画を鑑賞するために入

場した人の実数をいう。 

⑧ 本規定の「平均入場料」とは、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又

はイに定める額とする。 



ア 総入場者数及び入場料総額を証憑に基づき算出することができる場合  入場者

1 人あたりの入場料の平均額（この平均額が 500 円を下回る場合は、500 円） 

イ アに規定する場合以外の場合  1,200 円 

（音楽占有率係数） 

⑨ 本規定の「音楽占有率係数」は、各映画作品の本編の上映時間に占める収録著作物

の総利用時間の割合に基づき、下表に定める係数をいう。ただし、映画類別が「イベ

ント収録（演奏会）」に該当するものについては、1.0 とする。

本編の上映時間に占める収録

楽曲の総利用時間の割合 

音楽占有率係数 

90％超 1.0 

70％を超え 90%まで 0.9 

50％を超え 70％まで 0.7 

30％を超え 50％まで 0.5 

30％まで 0.3 

（使用料計算の特例） 

⑩ 本規定の録音使用料には依頼料又は書き下ろし料金を含まない。

⑪ 外国の音楽著作物の録音使用料について、委託者が使用料の額を指定したときは、

本節の規定にかかわらず、その額とする。 

⑫ 2 上映(1)の規定の適用にあたり、入場料が 300 円以上の場合の使用料は、150 円

を超えるごとに、同規定表中の「300 円以上」の場合の使用料に、定員数「500 名未

満」の区分においては、「150 円未満」の額の 1/2 を加算して得た額、定員数「1,000

名未満」以降の区分においては、「500 名未満」の区分における「150 円未満」の額を、

それぞれ加算して得た額とする。 

⑬ 2 上映(1)の規定の適用にあたり、定員数の定めがない場合は入場者実数を定員数と

し、入場料のない場合は各料金表の定員数別の最低額を上映使用料とする。 

⑭ 2 上映(2)の適用にあたり、同じ上映者が行う同一施設内の複数の上映場所における

上映の月額使用料は、合算して算出することができる。 

⑮ 2 上映(3)①の規定の適用にあたり、外国映画又は映画の備考⑪が適用される楽曲な

ど、本規定 1 録音の適用を受けない楽曲を上映に利用する場合は、同規定の「録音使

用料」は、1 録音の規定の範囲内で定める。 



（本規定により難い場合の使用料） 

⑯ 映画の利用のうち、利用の態様に鑑み本規定により難い場合の使用料は、利用者と

協議のうえ、本規定の率又は額の範囲内で決定する。 



2018 年 9 月 20 日制定 
2023 年 6 月 15 日変更 

一般社団法人日本音楽著作権協会

（JASRAC） 
外国映画上映使用料の取扱い 

１ 上映規定⑶①（使用料規程第2章第3節映画2上映⑶①）に基づき配給事業者にお支払い

いただく外国映画上映使用料の取扱い 

⑴ まず、上映規定⑶①のとおりに使用料（規定額）を算出します。

⑵ 前記⑴で算出した規定額が、下表(表1)の該当する区分の額以内であるときは、

そのまま規定額（消費税相当額を加算）をお支払いいただきます。 

【表1】 （税別、単位：円） 

※スクリーン数が 2以下の場合については、区分 1の額を 2割減じた額とします。

⑶ 前記⑴で算出した規定額が、表 1の該当する区分の額を上回るときは、同区分の額

（消費税相当額を加算）を使用料としてお支払いいただきます。 

ただし、この取扱いは、封切日よりも前に所定の申請書類のご提出がなければ適用で 

きません。 

２ 上映規定⑶②（使用料規程第2章第3節映画2上映⑶②）に基づき全国興行生活衛生同業

組合連合会との協議により定める外国映画上映使用料の取扱い 

今般の全国興行生活衛生同業組合連合会との合意により、下表（表2）の該当する区分

の額がお支払いいただく使用料の額となります。 

【表2】                            （税別、単位：円） 

※スクリーン数が 2以下の場合については、区分 1の額を 2割減じた額とします。

区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

一般映画 212,500※ 250,000 312,500 375,000 437,500 500,000 625,000 750,000 

Ｒ指定映画 156,250※ 181,250 218,750 256,250 300,000 362,500 437,500 525,000 

区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

一般映画 170,000※ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 600,000 

Ｒ指定映画 125,000※ 145,000 175,000 205,000 240,000 290,000 350,000 420,000 

＜補足＞ 

・表 2の各区分の額は、表 1の同じ区分の額を２割減額したものとなっています。

・当協会は、映画の分野に限らず、全国組織の利用者団体が構成員の音楽著作物利用に関して利用許

諾契約の締結を促進し、当協会の管理業務の効率化に資する場合には、一定の減額措置を講ずること

としています。全国興行生活衛生同業組合連合会も傘下の劇場の窓口となって当協会と利用許諾契約

を締結し、未申請や滞納の発生防止・解消に努め、当協会の管理業務の効率化に寄与していることか

ら、減額措置を講ずることとしています。 

資料２



（定義） 

１ 区分 

表 1及び表 2の 1から 8までの区分については、算定対象となる映画が、当該映画

の封切り時点において上映されるスクリーン数の合計により、次のとおりとします。 

区分 封切り時点のスクリーン数の合計 

1 10スクリーンまで 

2 10スクリーンを超え 30スクリーンまで 

3 30スクリーンを超え 100スクリーンまで 

4 100スクリーンを超え 200スクリーンまで 

5 200スクリーンを超え 300スクリーンまで 

6 300スクリーンを超え 500スクリーンまで 

7 500スクリーンを超え 600スクリーンまで 

8 600スクリーンを超える場合 

ただし、複数のスクリーンを有するサイトにおけるスクリーン数については、当該

映画の字幕版又は吹替版のいずれか一方のみが上映される場合は 1サイト「1スクリ

ーン」、字幕版及び吹替版いずれも上映される場合は 1サイト「1.5スクリーン」とみ

なすものとします。 

２ 一般映画 

Ｒ指定映画以外の映画をいいます。 

３ Ｒ指定映画 

一般財団法人映画倫理機構の審査結果が、「18歳未満（15歳未満を含む。）閲覧禁

止」となった映画をいいます。 

（適用期間） 

封切日が2023年8月1日から2028年3月31日までの映画に適用します。 

以上 




